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令和５年度

地域スポーツクラブ支援事業について（概要）



人材養成
研修支援

指導者派遣事業
スポーツ指導者などをクラブ等へ派遣

・「クラブ体験事業」（クラブ設立に向けたＰＲイベントの共催
等）は、来年度実施なし

特別アドバイザー相談事業
法律・経理・財務・法人格取得などの相談に専門家が対応

支援アドバイザー事業
クラブの設立・育成・運営などの相談に専門員等が対応

東京都予算における変更点など
~これまでの成果やニーズを踏まえ、必要な事業をさらに充実~令和５年度 事業一覧（概要）

設立・運営
活動支援

地域貢献
活動支援

交流事業
情報発信

都民参加事業 ＜１クラブ年間 50万円を上限＞
クラブ会員に限らず、広く都民の参加促進を目的とした事業を支援

・「都民参加事業」は、事業費予算を拡充
（１クラブあたりの上限額50万円は、変更なし）

※都の、補助金等の適正化に向けた対応として、申請時の
書類等が追加となります（次ページ）

シニアスポーツ振興事業 ＜１クラブ年間 20万円を上限＞
高齢者の健康維持等に寄与することを目的とした事業を支援

スポーツクラブマネジャー養成講習会
資格取得が可能な講習会（公認アシスタントマネジャー）年１回

・年２回→１回の開催へ変更
・「スポーツリーダー養成講習会」はJSPO終了に合わせ終了

クラブスタッフ等向けセミナー
クラブ関係者等を対象としたセミナー（研修会） 年４回

・シンポジウムも含め、年８回ほど開催していた研修会等
→年４回のセミナーへリニューアル

地域スポーツクラブ連絡協議会
年２回の開催 ・「大運動会」「種目別交流大会」「島しょ地区スポーツ交流

会」については、来年度実施なし地域スポーツクラブ交流会
年１回の開催

情報提供事業（「東京都地域スポーツクラブサポートネット」等）

※その他、「調査研究事業」も実施するが、大学への調査研究委託は実施なし



補助金交付団体等の、ガバナンス強化に向けた対応について ＜令和５年度～＞

再発防止策 お願いすること

１ 不正があった場合のルールの
見直し 【必須・R5から】

・不正による補助金取消があった時、すべての不正事由が違約加算金の請求対象となるよう、
要項を改正。
・また翌年度から最大5年間、補助金・分担金が不交付になることを要項に明記。（予定）

２ ガバナンスコードに係るセルフ
チェックシートの提出 【今後必須】

・R6、7年度は、提出は努力義務
・R８年度からは、提出が必須となる予定。それに向け、連絡協議会などで、チェックシートに関
する理解促進を今後図っていく。

３ 公金取扱者の設置
【必須・R5から】

申請クラブは、公金取扱者を設置し、届出書の提出をお願いします。（公金取扱者設置届
出書）

４ 口座振込について
【要請・R５から】

申請クラブでの公金の管理は、通帳での資金管理とし、執行は可能な限り口座振込払いで行
うようお願いします。

５ 誓約書（確認書）の提出
【必須・R５から】 申請クラブは、適正な補助金の使用について、誓約書（確認書）の提出をお願いします。

６ 精算確認書（仮称）の提出
【必須・R５から】

申請クラブは、事業報告書及び領収証の提出時に、それら書類をクラブ内できちんと確認した
旨を証する書類の提出をお願いします。（精算確認書（仮称））

このたび、都の共催事業「ジュニア育成地域推進事業」において、地区体協傘下の加盟団体において不適正な会計処理があったことを
受け、再発防止の取組を行うため、都の補助金（分担金）を支出する事業について、新たに対応をお願いすることになりました。
お手数をおかけいたしますが、御理解、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

地域スポーツクラブで対象となる事業
➡ 「都民参加事業」、 「シニアスポーツ振興事業」



【問合せ先】
東京都 生活文化スポーツ局
スポーツ総合推進部 スポーツ課
地域スポーツ担当 中川
都庁代表 03-5321-1111 内線38-251

皆様におかれましては、引き続きの御理解、御協力をいただけます
よう、何とぞよろしくお願い申し上げます。


